
チーム・ジャパンで取り組むバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策

○ ２０２０年のオリンピック・パラリンピックを見据え、現状より一歩でも二歩でも進んだ取組を行う
・ 大会の円滑な運営のため、空港からのアクセスルート等を中心に、より充実したバリアフリー化を実現
・ ＩＣＴ等を活用した情報案内など東京の最先端のユニバーサルデザイン化を通じ、超高齢社会の課題解決先進国としての日本をアピール
・大会の開催効果を全国に波及させるため、また、地方創生の観点を踏まえ、地方の主要な観光地等のバリアフリー化を推進
○ いつでも、どこでも、だれでも、安心して生活・移動できるユニバーサル社会、すなわち「やさしい国・日本」を目指す

１．ハード面のバリアフリー化の推進

２．ソフト面のバリアフリー化の推進

～「やさしい国・日本」を目指して～

障害者団体の新たな参加も得て、セミ
ナー・キャンペーン等を実施し国民的運動
として展開。併せて、心のバリアフリーに
関する副教材を作成。

大会ボランティア等との連携や、障害特
性や言語・宗教等にも対応した研修ガ
イドラインの作成など、職員教育の充実
を通じた接遇の向上を推進。

障害者差別解消法の施行を踏まえ、
職員等による人的対応の円滑化を図
るとともに、分かりやすい情報提供方
法を検討。

会場における車いす使用者
のサイトライン確保を含む建
築基準を策定。

①主要ターミナル、観光スポット等における
重点的なバリアフリー化等

・空港ターミナルから、人気観光スポッ
トまでの経路のバリアフリー化推進の
ための検討会を設置。
・臨海部と都心とを結ぶＢＲＴの整備や
案内情報の高度化を実施。
・ＵＤタクシーの普及促進。

・バリアフリー法の整備目標の着実な達成

（１）一般国民への普及・啓発
（心のバリアフリー）の強化

（２）公共交通事業者等による
ソフト対応の充実等

（３）公共交通機関等の利用における
障害者への対応の改善

（１）大会の円滑な運営に向けた重点的
なバリアフリー化の推進

（２）超高齢社会のショーケースとなるような
ユニバーサルデザイン先進都市・東京の実現

（３）東京２０２０大会を契機とした全国レベ
ルでの戦略的・計画的なバリアフリーの推進

・地域において高齢者、障害者等の旅
行支援を行うバリアフリーツアーセン
ターの拠点数を増やし、
併せて多言語対応や
人的支援の充実を促進。

・アクセシブルな観光地の推奨・公表を
行うため、新たに評価指標を整備。

②ＩＣＴを活用した情報提供等の充実

・ＩＣＴを活用した歩行者移動支援
サービスの普及促進を図る。
・ロボット技術等を活用した歩行者
移動支援について検討。

③舟運活性化、クルーズ船受け入れの推進に向けた
バリアフリー化

空港と都内等を結ぶ舟運の
バリアフリー化

エレベーター増設など最先端のバ
リアフリー化やホームドア整備、空
港アクセスバスへのリフト付き車両
導入に向けた実証運行を実施。

③空港からのアクセスルートの
バリアフリー化

④大会関連情報に関する案内表示の整備

組織委員会等と連携してカラーリング
等を用いた案内表示を検討。

※イメージ

【機密性２】

①競技会場のバリアフリー化

鉄道駅等から競技会場周辺の
歩行空間を連続的・面的にバ
リアフリー化を推進。

②競技会場周辺の面的・一体的な
バリアフリー化 ・公共交通など各機関と

連携し、道路案内標識の
英語表記を改善。
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チーム・ジャパンで取り組む 
バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策（概要） 

～「やさしい国・日本」を目指して～ 
○ 我が国は異次元の超高齢社会を迎えつつあり、全ての人が社会活動に参加で
きる社会の実現を図ることが急務である。 
 特に、高齢社会における移動の問題は、生きがいや日本社会の活力にも大き
な影響を与える極めて重要な問題となっている。このため、いつでも、どこで
も、だれでも、安心して生活・移動できるユニバーサル社会、すなわち「やさ
しい国・日本」を目指していく必要がある。 

 
○ こうした中、２０１３年９月に２０２０年に東京でオリンピック・パラリン
ピック競技大会（以下「東京２０２０大会」）が開催されることが決定された。 

 
○ そこで、国土交通省においても、国土交通省２０２０年オリンピック・パラ
リンピック東京大会準備本部の下に、副大臣を座長とする「バリアフリーワー
キンググループ」（以下「ワーキンググループ」）を昨年９月に設置し、大会の
円滑な実施等に向けて議論を行ってきた。 

 
○ また、本年６月に閣議決定された「日本再興戦略改訂２０１５」等を踏まえ、
ワーキンググループにおいても、大会を契機に東京のバリアフリーを国際的に
も先進的な水準に進めるとともに、東京だけでなく地方へもバリアフリーの普
及・展開を図るという観点からの施策も併せて検討した。 

 
○ 以上を踏まえ、ワーキンググループとして、東京２０２０大会等に向けて、
現状より一歩でも二歩でも進めるため、ソフト面・ハード面各々３つの観点か
ら、今後重点的に取り組む施策をとりまとめた。 

 
○ 今後、関係省庁や地方公共団体、民間事業者等の関係者と密接に連携し、障

害者団体等の協力を得つつ、省内の連携体制を強化して施策を推進する。また、
施行状況について毎年フォローアップを行うとともに、関係者との意見交換
等を通じ、段階的・継続的なスパイラルアップを図る。 

１．ハード面のバリアフリー化の推進  
（１）大会の円滑な運営に向けた重点的なバリアフリー化等 

東京２０２０大会の開催時等において国内外から訪れる多くの障害者が円滑に移動

できるよう、多人数に対応し、かつ、切れ目のないバリアフリー化の実現を図る。 

① 競技会場のバリアフリー化 

・ 競技会場等の施設について、サイトラインの確保を含む建築設計標準を策定。 

② 競技会場周辺の面的・一体的なバリアフリー化 

・鉄道駅等から競技会場まで、競技会場周辺の歩行空間を連続的・面的にバリアフリ

ー化を推進。 

③ 空港からのアクセスルートのバリアフリー化 

・ 空港駅、空港乗換駅、会場周辺駅等において、エレベーターの増設・大型化など従

来のバリアフリー基準を上回る最先端のバリアフリー化やホームドアの整備を実施。 

・空港アクセスバスへのリフト付き車両の導入に向けた実証運行を実施。 

④ 大会関連情報に関する案内表示の整備 

・ 組織委員会等と連携してカラーリング等を用いた案内表示について検討。 

 

（２）超高齢社会のショーケースとなるようなユニバーサルデザイン先進都市・

東京の実現 

東京２０２０大会開催時のみならず、「日本再興戦略改訂２０１５」等に基づき、その

後の我が国の超高齢社会を見据えたバリアフリーのショーケースとなるよう、先進的な

ユニバーサルデザイン先進都市・東京の実現に取り組む。 

① 主要ターミナル、観光スポット等における重点的なバリアフリー化等 

・ 羽田空港・成田空港ターミナルから、浅草や銀座エリア等の人気観光スポットに至

るまでの経路の連続的・面的なバリアフリー化を推進するため、関係者による検討会

を設置。 

・ 臨海部と都心とを結ぶＢＲＴを整備するとともに、案内情報の高度化を実施。 

・ ユニバーサルデザインタクシーの普及を促進。 

② ＩＣＴを活用した情報提供等の充実 

・ 空間情報インフラの整備・活用、歩行者の移動に資する情報のオープンデータ化等

を通じ、ＩＣＴを活用した歩行者移動支援サービスの普及促進を図る。 

・ ロボット技術等を活用した歩行者移動支援について検討。 

③ 舟運活性化、クルーズ船受け入れの推進に向けたバリアフリー化 

・ 空港と都内等を結ぶ舟運活性化に併せたバリアフリー化を推進。 

（３）東京２０２０大会を契機とした全国レベルでの戦略的・計画的なバリアフ

リーの推進 

東京２０２０大会の開催効果を全国に波及させるため、また、地方創生の観点を踏ま

え、全国の主要な観光地等のバリアフリー化を推進する。 

・ 全国においてバリアフリー法の整備目標の着実な達成を図る。 

・ 公共交通など各機関と連携し、道路案内標識の英語表記を改善 

・ 地域において高齢者、障害者等の旅行支援を行うバリアフリーツアーセンターの拠

点数を増やし、併せて多言語対応や人的支援の充実を促進。 

・ アクセシブルな観光地の推奨・公表を行うため、新たに評価指標を整備。 

 

２．ソフト面のバリアフリー化の推進 

 （１）一般国民への普及・啓発（心のバリアフリー）の強化 

心のバリアフリーを強力に推進すべく、関係省庁や事業者に加え障害者団体の新たな

参加も得て、全国的にセミナー・キャンペーン等を実施し、国民的運動として展開。併

せて、新たに心のバリアフリーに関する副教材を作成。 

（２）公共交通事業者等によるソフト対応の充実等 

障害者や外国人を含めた多くの来訪者の受け入れ体制を十分に整えるため、大会ボラ

ンティア等との連携や、様々な障害特性や多様な言語・宗教等にも対応した研修内容の

ガイドラインの作成など、職員教育の充実を通じた接遇の向上を図る。 

（３）公共交通機関等の利用における障害者への対応の改善 

    平成２８年４月の障害者差別解消法の施行等を踏まえ、また、外国人を含む障害を持

つ旅行者等への対応のため、職員等による人的対応の円滑化を図るとともに、分かりや

すい情報提供方法を検討。 

6kh3x78n6sjp
タイプライターテキスト
資料4②

6kh3x78n6sjp
長方形
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チーム・ジャパンで取り組む 
バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策 

～「やさしい国・日本」を目指して～ 

 
はじめに 

 

我が国は、２０１６年には団塊の世代が全て６５歳以上となると見込まれているなど

異次元の超高齢社会を迎えつつあり、全ての人が社会活動に参加できる社会の実現を図

ることが急務である。特に高齢社会における移動の問題は、その中で生活を営む人々の

基本的なニーズのみならず、生きがいや日本社会の活力にも大きな影響を与える極めて

重要な問題となっている。このため、いつでも、どこでも、だれでも、安心して生活・移

動できるユニバーサル社会、すなわち「やさしい国・日本」を目指していく必要がある。 

 

こうした中、平成２５年９月に、２０２０年（平成３２年）に東京でオリンピック・パ

ラリンピック競技大会が開催されることが決定された。 

 

バリアフリーについては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー法）に基づく基本方針や交通政策基本計画を定め、平成３２年度末までの整

備目標を設定して取組を推進しているところであるが、２０２０年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会（以下「東京２０２０大会」）の開催決定を受け、上記整備目標

を超えたハード面、ソフト面含めさらに高いレベルのバリアフリー化を目指す必要があ

る。 

 

また、平成２７年度の社会保障関係予算が約３１．５兆円に及ぶなど1、国の社会保障

経費も年々増加しているところ、高齢者が外出する機会を増やすことによる社会保障経

費等の軽減など、バリアフリーに期待される役割は今後益々大きくなっていくものと考

えられる。 

 

そこで、バリアフリー法の基本方針に基づく整備目標を着実に達成するとともに、東

京２０２０大会の円滑な実施やその後の超高齢社会も見据えたバリアフリー施策をより

充実したものとし、また、国、地方自治体、関係事業者等の取組が整合的・一体的に行わ

れるよう、国土交通省においても、国土交通省２０２０年オリンピック・パラリンピック

東京大会準備本部の下に、副大臣を座長とする「バリアフリーワーキンググループ」（以

下「ワーキンググループ」）を平成２６年９月に設置した。 

 

ワーキンググループにおいては、本年に入り関係閣僚等によって決定された「日本再

興戦略改定２０１５」「交通政策基本計画」「観光立国アクション・プログラム」に盛り込

まれたバリアフリー化の取組など、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する最近

                                                   
1 出典：財務省「平成２７年度社会保障関係予算のポイント」 

資料４③ 



2 
 

の政府全体の政策決定を踏まえ、現状や今までの取組の整理を行った上で、東京２０２

０大会等に向けた課題及び対応策について議論を行ってきた。 

今般、東京２０２０大会の成功や超高齢化社会の対応など多様な視点に立ち、現状よ

りも一歩でも二歩でも進めるため、今後重点的に取り組むバリアフリー施策についてワ

ーキンググループとしてとりまとめを行うものである。 

 
 

Ⅰ．基本的視点 
 

平成２７年２月に策定された「東京２０２０大会開催基本計画」（以下「大会基本計画」）

では、「多様性と調和」が大会の基本コンセプトの一つとされ、これを実現する上でパラ

リンピック大会の成功が極めて重要な要素であると位置づけられている2。 

このため、国土交通省としてもオリンピック・パラリンピック、特にパラリンピック大

会を成功に導くべく、省内が一丸となって公共交通や公共施設等のバリアフリー化など

対応に万全を期す必要がある。 

 

また、本年６月３０日に閣議決定された「日本再興戦略改訂２０１５」において、２０

２０年までに、東京の主要ターミナル駅、大会施設、人気観光スポット等を結ぶ連続的な

エリアにおけるバリアフリー化と分かりやすい案内情報の提供を徹底的に推進すること

により、超高齢化が進む日本におけるベストプラクティスを実現することとされている。 

本決定を踏まえ、東京２０２０大会の円滑な運営を図るため必要な施策のみならず、

大会を契機に東京のバリアフリーを国際的にも先進的な水準に進めるとともに、東京だ

けでなく地方へもバリアフリーの普及・展開を図るという観点からの施策も併せて検討

していく必要がある。 

 

これらのバリアフリーの取組は、大会開催時の一過性にとどまるものでなく、その後

の超高齢社会にもつながるものとし、あらゆる人にやさしいユニバーサル社会の進展を

レガシーとして残していく必要がある。 

 

加えて、今後も継続的にスパイラルアップを図る観点からは、従来進めてきた国土交

通分野のバリアフリー施策を改めて横断的に検証し、次のステップを視野に置いたハー

ド面の整備を進めるとともに、障害者差別解消法の施行（平成２８年４月）などを見据

え、心のバリアフリー等ソフト面の取組みも重点的に進めることが重要である。 

 

なお、施策の検討にあたっては、視覚・聴覚など様々な障害者の立場に立って、障害者

からのニーズを十分に踏まえて行うことが重要である。 

 

また、本とりまとめによる施策の推進にあたっては、「交通政策基本計画」や「観光立

                                                   
2 大会開催基本計画 １.１.２（１）、１.２ 
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国実現に向けたアクション・プログラム」など他分野の計画や施策との整合性に留意す

る。 

特に、具体的な取組にあたっては、民間事業者や地方自治体、関係省庁等の関係者と密

接に連携しながら進めるほか、地方支分部局などを含め省内の連携体制を強化して進め

ることとする。これらに加え、障害者団体等との連携も視野に入れて検討する。 

 

 

Ⅱ．東京２０２０大会等に向けたバリアフリー化の現状と課題 

１．公共交通、公共施設等のバリアフリー化 

 

（１）バリアフリー法の整備目標の着実な達成 

 バリアフリー法の基本方針に定める整備目標は、おおむね着実に進捗しているが、

一部進捗が遅れているものがあり、引き続き、所要の予算の安定的な確保が必要で

あるともに、地方公共団体、事業者等への理解や協力を求める必要がある。 

 

（２）東京２０２０大会の円滑な運営の確保 

 東京２０２０大会の開催にあたっては、世界中から一度に多くの障害者等が訪れ

ることが見込まれるが、現在のバリアフリー整備は必ずしも多人数に対応したもの

となっていないため、競技場までのアクセスルートなどについて現在の整備水準で

十分か検証を行う必要がある。 

 

（３）東京の都市の魅力を高める一層のバリアフリー化 

 東京２０２０大会に向けたバリアフリー整備を行うにあたっては、「日本再興戦

略改訂２０２０」等に基づき、多くの観光客等が訪れることとなる都心部や観光ス

ポットなどを中心に東京の都市の魅力を高めるバリアフリーを一層進める必要が

ある。 

  

（４）全国へのバリアフリーの普及・展開 

 地方においても一部の競技が開催されることへの対応や、東京２０２０大会の効

果を全国に波及させ、観光立国、地域活性化を推進するため、地方の観光地での取

組や全国的な取組を通じ、オールジャパンでバリアフリー化を推進する必要がある。 

 

２．情報提供の充実 

 

（１）外国人や視覚・聴覚障害者等への情報提供の充実 

 必ずしも日本の交通事情に詳しくない外国人等や、視覚障害者、聴覚障害者など

様々な障害者を含む全ての利用者のニーズに対応するため、旅客施設等における案

内表示や情報提供を充実させる必要がある。また、「観光立国実現に向けた多言語

対応の改善・強化のためのガイドライン」等を踏まえ、多言語化を推進する必要が
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ある。 

 

（２）ＩＣＴを活用した情報提供等の充実 

 誰もが必要に応じて移動に関する情報を入手し、円滑な移動ができるようにする

ため、ＩＣＴを活用し、バリアフリーや移動経路に係る情報提供を充実させる必要

がある。 

 

３．心のバリアフリーの推進、公共交通事業者等によるソフト対応の充実 

 

（１）一般国民への普及・啓発 

 大会を契機として人々が障害の有無等にかかわらず互いに認め合う共生社会を

実現するために、幅広い年齢層や一般国民に向けた「心のバリアフリー」の一層の

普及・啓発が必要である。 

 

（２）公共交通事業者等によるソフト対応の充実 

 東京２０２０大会において、外国人を含む障害を持った来訪者の受け入れに十分

に対応するために、大会ボランティア等との連携や、公共交通事業者の職員の接遇

の向上によるソフト対応の向上が必要である。 

 

（３）公共交通機関等の利用における障害者への対応改善 

 平成２８年４月の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、各事業者における障害者

の利用条件等について当事者の理解が得られるよう努めることや、障害者が障害の

ない者と異なる対応を受けることで不利益が生じていることを改善すること等が

必要である。 

 

 

Ⅲ．東京２０２０大会等に向けて今後重点的に対応する施策 

１．ハード面のバリアフリー化の推進  

（１）大会の円滑な運営に向けた重点的なバリアフリー化等 

東京２０２０大会の開催にあたっては、国内はもとより世界中から多くの障害者

が訪れることが見込まれるため、これらの人々全てが円滑に移動できるよう、競技

会場周辺やアクセスルート等について、多人数に対応でき、かつ、切れ目のないバ

リアフリー化の実現を図る。 

具体的には、競技会場及びその周辺、空港から競技会場までの連続的なエリア（乗

換駅を含む）の徹底的なバリアフリー化や空港アクセスバス等車両のバリアフリー

化等を推進する。 
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① 競技会場のバリアフリー化 

・ 劇場・競技場等の客席・観覧席を有する施設において多様な利用者が円滑に利

用できる環境整備を図るため、建築主や設計者等に対しバリアフリー設計の考

え方や基準の適用方法等を示す建築設計標準（ガイドライン）の追補版を策定

し、周知を図る。 

・東京都と連携して多様な利用者が円滑に移動できる環境整備を進めるため、都

市公園や海上公園のバリアフリー化を推進する。 

 

② 競技会場周辺の面的・一体的なバリアフリー化 

・ 道路管理者、鉄道事業者等と連携し、鉄道駅等から競技会場まで、競技会場周

辺の歩行空間を連続的・面的にバリアフリー化を推進する。 

・ 歩行空間のバリアフリー化と併せて無電柱化を推進する。 

・ 東京２０２０大会関連施設（競技会場・会場周辺駅等）が所在する自治体（区

市）における、基本構想の新規作成や既存構想の更新を促すため、以下の取組を

実施する。 

（ⅰ）地元自治体に対し、地方局によるバリアフリープロモータの計画的な派遣 

（ⅱ）「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」の改訂 

（ⅲ）東京都との間でバリアフリー化を検討する場を設け、基本構想を含めた

様々な課題を検討 

また、基本構想作成に向けた地方公共団体の検討に対する直轄調査の実施を検

討する。 

 

③ 空港等からのアクセスルートのバリアフリー化 

・ 空港ターミナルから、乗換駅等の主要ターミナルを経て、大会競技施設までの

連続的なエリアを集中的にバリアフリー化するため、関係者による検討会を設

置して調査を実施する。 

・歩行空間のバリアフリー化と併せて無電柱化を推進する。（再揭） 

・ 航空分野について、世界トップレベルのおもてなしを目指すため、過去のオリ

ンピック・パラリンピック競技大会での対応状況や最新の国際動向について調

査を実施し、抽出された課題への対応及び空港整備ガイドラインの見直しを検

討する。 

・ 空港駅、空港乗換駅、会場周辺駅等において、アクセシビリティ・ガイドライ

ンに対応させるなど一層のバリアフリー化のため、エレベーターの大型化又増

設等を推進する。また、引き続き、ホームドア整備を促進する。 

・ 引き続き、鉄道車両のバリアフリー化を促進する。 

・ 東京２０２０大会特別仕様ナンバープレートの交付にて収受した寄付金を活用

し、バリアフリー化を含めた交通サービスの整備支援を図る。 

・ 羽田及び成田空港のアクセスバスにおいて、リフト付きバスを導入したケース

スタディ（実証運行）を実施する。 

・ 羽田空港等の交通拠点において、東京では初となるユニバーサルデザインタク
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シー等の専用レーンを設置する。 

 

④ 大会関連情報に関する案内表示の整備 

・ 大会組織委員会等と連携し、競技会場への案内など大会関連情報の提供に関し

てカラーリング等を用いた分かりやすい案内表示のあり方について検討する。 

 

（２）超高齢社会のショーケースとなるようなユニバーサルデザイン先進都

市・東京の実現 

 

 東京２０２０大会開催時のみならず、「日本再興戦略改定２０１５」等に基づ

き、その後の我が国の超高齢社会を見据え、東京が来たるべき超高齢社会に対応

したバリアフリーのショーケースとなるよう、東京都等と連携して重点的な整

備を行い、より先進的なユニバーサルデザイン先進都市・東京の実現に取り組

む。 

特に、東京２０２０大会を機に世界中から多くの人々の来訪が予想されるこ

とから、施設面のハード整備のみならず、多言語化や情報案内などのソフト面に

ついても国際的に先進的なバリアフリー化を実現することにより、東京の都市

の魅力を高め、世界の人々にアピールしていくことが必要である。 

 具体的には、競技会場周辺や空港からのアクセスルートの徹底的なバリアフ

リー化に加え、高齢者や障害者、国内外からの観光客を含め多くの人が訪れる主

要なターミナルや人気観光スポット等についても、駅における複数ルート化や

バス乗り場等周辺施設との一体的なバリアフリー化等を図るほか、鉄道駅にお

けるホームドアの整備や舟運活性化・旅客船ターミナルのクルーズ船受入れ対

応に併せたバリアフリー化等を推進する。 

 また、東京２０２０大会開催時等において外国人旅行者や障害者を含む人々

のスムーズな移動を可能にするため、施設内におけるわかりやすい案内表示や

無料Ｗｉ－Ｆｉ環境整備など情報提供の充実を図るとともに、バリアフリー化

された施設等の情報を収集して広く利用可能にし（オープンデータ化）、民間事

業者等がインターネット等を通じてバリアフリー関連情報に係る情報提供や移

動支援など多様なサービスを提供できるようにする。 

 

 ア. 先進的な施設を含むバリアフリー化の集中的な実現 

 

① 主要ターミナル、観光スポット等における重点的なバリアフリー化等 

・ 成田・羽田空港ターミナル、主要ターミナル駅、大会競技施設までのルート及

び最寄り駅、都内の人気観光スポット及び最寄り駅等を結ぶ連続的なエリアを

集中的にバリアフリー化するため、関係者による検討会を設置して調査を実施

する。 

・ 主要ターミナル等において進められている交通結節機能の強化・バリアフリー



7 
 

化を推進する。 

・ 都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ（バス高速輸送システム）において、停留施

設（バスステーション、ターミナル等）における垂直・水平移動のバリアフリー

の実現を図る。 

・ センター・コア・エリア3内の主要駅周辺について、道路管理者、鉄道事業者等

と連携し、生活・観光関連施設を結ぶ複数の歩行空間における連続的・面的なバ

リアフリー化を推進する。  

・ 歩行空間のバリアフリー化と併せて無電柱化を推進する。（再掲） 

 

② ホームドア整備の加速化 

・ 交通政策基本計画等に記載した整備目標（平成３２年度までに全国で８００

駅）の達成に向け、ホームドアの設置を促進するとともに、ホームドアの整備に

ついては、「車両扉位置の相違等の技術的課題」「膨大な整備コスト」等の課題が

あるため、車両扉位置の相違やコスト低減等の課題に対応可能な新たなタイプ

のホームドアの技術開発を引き続き推進していく。 

 

③ ユニバーサルデザインに基づく車両等の導入促進 

・ ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の普及促進を進めるとともに、

更なる導入促進に向けた支援制度を検討する。 

・ 都心から勝ちどきを経由して臨海副都心に至る地域について、ＢＲＴを中心と

した中規模な公共交通機関の整備に向けて、早期に計画策定と運行に向けた準

備を進める。 

・ 乗降扉幅の拡大や車内ノンステップ部分の最大化等ユニバーサルデザインに基

づくＢＲＴ車両の導入を進める。 

・ 東京２０２０大会特別仕様ナンバープレートの交付にて収受した寄付金を活用

し、バリアフリー化を含めた交通サービスの整備支援を図る。（再掲） 

 

④ 舟運活性化、クルーズ船受入れの推進に向けたバリアフリー化等 

・ 空港と都内を結ぶ舟運活性化に併せ、東京や横浜の水上バス等ターミナルのバ

リアフリー化を促進するため、旅客船事業者、業界団体等で構成するプロジェ

クトチームを設置し、バリアフリーの課題を抽出すると共に、具体的取組方針

について議論、取りまとめを行う。また、陸上交通機関関係者等との協議会を設

置して課題の解決策等の具体的検討を行う。 

・ クルーズ船等を受け入れる旅客船ターミナルについて、国際的に先進的な水準

のバリアフリー化やターミナル背後との連続的なバリアフリー化がなされるよ

う、関係者との調整を図る。 

 

 

                                                   
3 おおむね首都高速環状線の内側のエリア（出典：「東京都長期ビジョン」（平成２６年１２月２５日）） 
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 イ. 情報バリアフリー・ユニバーサルデザイン等によるストレスフリー

社会の構築 

 

① 外国人や視覚・聴覚障害者等に対応した施設・空間自体の情報案内の充実 

・ 複数の交通事業者や施設管理者が関係する主要ターミナル駅（東京駅）におい

て、統一的な案内サインの整備計画をモデル的に策定する。 

・ プロジェクションサイン、デジタルサイネージ等を活用した更なる案内の充実

（混雑時の別ルート案内、緊急時の避難アナウンスの障害者・外国人への案内）

や、誰もが手に取れる紙ベースのマップ等の充実のための調査を実施する。 

・ 旅客施設や車両等において、磁気ループや駅係員呼び出しインターホン等様々

なニーズに対応した情報提供システムの導入を検討する。 

・ 駅係員携帯によるタブレット端末での情報発信の充実を促進する。 

・ きっぷ売り場や案内所等において、多言語標記による案内板の設置を促進する。 

・ 公共交通など各機関の案内看板等と表記の整合を図り、道路案内標識の英語表

記改善を行う。 

・ 都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴにおいて、停留施設（バスステーション、タ

ーミナル等）における案内情報の高度化（多言語、運行、乗継情報、パーソナル

コンシェルジュ機能等）を図る。 

・ 旅客船ターミナルと近隣駅等陸上部分とのアクセス向上に向けて情報提供を充

実させるため、事業者、業界団体等で構成するプロジェクトチームを設置し、ピ

クトグラム等、外国人にもわかりやすい水上交通のあり方や多言語化について

課題等を抽出するとともに具体的な取組方針等について議論、取りまとめを行

う。また、官主導で陸上交通機関関係者等との協議会を設置し、課題の解決策の

具体的検討を行う。 

 

② ＩＣＴを活用した個別の情報案内の充実 

・ 事業者及びモードごとのバリアフリー関連情報を横断的に提供するサイトにお

いて、内容の充実及び他商用システムとの連携、多言語対応を検討する。 

・ 高精度測位技術を活用し、衛星測位が困難な駅・地下鉄を含めた屋内において

も正確な位置情報の把握と円滑な移動が出来るよう、空間情報インフラの整備・

活用の推進を図るために東京駅周辺の地上・地下で、先行的に空間情報インフ

ラを整備・活用する実証を行うと共に、空間情報インフラのオープン化に向け

た検討を行う。 

・ ＩＣＴを活用した歩行者移動支援サービスの普及・活用について、民間事業者

が多様なサービスを提供できる環境整備を行うため、東京２０２０大会会場の

周辺地域において、バリアフリー等に関する施設や経路等の各種データのオー

プン化を先行的かつ集中的に実施する。 

・ ロボット技術等を活用した歩行者移動支援を検討する。 
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③ ＩＣＴを活用したバス・タクシー等における利便性向上や情報提供等の充実 

・ タクシーのスマートフォン向けアプリ等を使用した、障害特性や顧客のニーズ

に対応したタクシーの呼び出しを可能とする等の取組を促進する。 

・ 羽田空港等におけるタクシー乗り場でのユニバーサルデザインタクシー等の呼

び出し対応等利用環境向上を図る。 

・ 聴覚障害者や高齢者、訪日外国人旅行者向けに、バス車内等におけるスマート

フォンを活用した音声の文字変換サービス等の情報提供の取組について、今後普

及展開されるよう事業者の取組を促す。 

 

（３）東京２０２０大会を契機とした全国レベルでの戦略的・計画的なバリ

アフリーの推進 

 

 東京２０２０大会の開催効果を全国に波及させるため、全国の主要な観光地の

バリアフリー化を推進する。 

 具体的には、東京からの公共交通アクセスのバリアフリー化や、拠点となる駅

等から観光施設までの連続的・一体的なバリアフリー化の状況等を調査し、アク

セシブルな観光地の条件等について検討を行うことによりハード面の整備を促進

するとともに、バリアフリーツアーセンターの設置などによる情報提供や相談対

応の充実を図る。 

 また、全国においてバリアフリー法の整備目標の着実な達成を図るとともに、

地方創生の観点も踏まえ、地域の実情や現状の課題に合わせた計画的なバリアフ

リー化を進める。 

 

① 地方の主要な観光地のバリアフリー化等 

・ 地方の主要な観光地におけるバリアフリーに関する情報を収集・分析し、それ

らの課題や求められているバリアフリー対策を踏まえ、アクセシブルな観光地

の条件をとりまとめて、アクセシブルな観光地の推奨・公表を行う際の評価指

標として用いることを検討する。 

・ 地域において高齢者、障害者等の旅行支援を行っているバリアフリーツアーセ

ンターの拠点数を増やすと共に、多言語対応や人的支援の充実を図る。 

・ 航空分野について、世界トップレベルのおもてなしを目指すため、過去のオリ

ンピック・パラリンピック競技大会での対応状況や最新の国際動向について調

査を実施し、抽出された課題への対応及びガイドラインの見直しを検討する。

（再掲） 

・ 歩行空間のバリアフリー化と併せて無電柱化を推進する。 

・ 公共交通など各機関の案内看板等と表記の整合を図り、全国の主要な観光地 

４９箇所で道路案内標識の英語表記改善を行う。 

 

② その他全国的なバリアフリー化 

・ １日の平均利用者数が３千人未満の旅客船ターミナルについて、バリアフリー
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状況を調査して特に老朽化又は利用人数が多いターミナルを選定し、バリアフ

リー化に向けた働きかけを進める。また、高齢化の進む離島航路等地域の実情

を踏まえ、施設更新に併せてバリアフリー化を推進する。 

・ 船舶のバリアフリー化の加速化を図るため、代替建造計画の状況を定期的に把

握し、特に直近３カ年で計画が決まっている事業者にさらなる前倒しを働きか

ける。 

・ バリアフリー法の整備目標を達成済みである航空機について、交通政策基本計

画（平成２７年閣議決定）で新たに設定した目標（平成３２年度までに１００％

バリアフリー化）の着実な達成を図る。 

・ 国の機関や地方公共団体に対し、ユニバーサルデザインに関する取り組みにつ

いて、連絡調整会議等を通じた情報提供の徹底及び、公共建築相談窓口等を通

じた更なる技術支援を図る。 

・ 自治体に対し、地方局によるバリアフリープロモータの計画的な派遣を実施す

る。（再掲） 

・ 「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」の改訂を行う。（再掲） 

・ 基本構想作成に向けた地方公共団体の検討に対する直轄調査の実施を検討する。

（再掲） 

 

２．ソフト面のバリアフリー化の推進 

  

 東京２０２０大会に向けて、高齢者、障害者等の困難を自らの問題として認識

し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリ

ー」を一層進めるため、将来を担う子供たちへの普及や一般国民に対する普及・

啓発の一層の強化を図る。 

 また、障害者や外国人を含めた多くの来訪者の受け入れ体制を十分に整えるた

め、大会ボランティア等との連携や職員教育の充実を通じた接遇の向上を図る。 

 平成２８年４月の障害者差別解消法の施行を踏まえ、また、東京２０２０大会

開催時等における外国人を含む障害を持つ旅行者等への対応のため、障害者等が

公共交通機関等を利用する際の条件等の必要に応じた見直しを含め、職員等によ

る人的対応の円滑化を図る。 

加えて、あらかじめ利用者が当該条件を把握した上で利用するか否かを判断で

きるよう、利用者にとって分かりやすい形での情報提供方法を検討する。 

 

（１）一般国民への普及・啓発（心のバリアフリー）の強化 

・ 交通バリアフリー教室等における対象モードや施設の拡充を図り、例えば、旅

客船や地方局のバリアフリー体験施設等を利用した交通バリアフリー教室等の

取組を進める。 

・ 交通バリアフリー教室等の対象者を、学校児童の保護者、大学生や専門学校生、

経済団体関係者等へ順次拡大するための取組を進める。 
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・ 関係省庁や事業者に加え、障害者団体の新たな参加を得て、声かけ、手助けの

意識向上に向けたセミナー・キャンペーン等を全国的に実施し、国民的運動と

して展開する。 

・ 文科省と連携し、バリアフリーに関する授業に活かす教材を作成し、学校の授

業を通じて普及、啓発を図る。 

 

（２）公共交通事業者等によるソフト対応の充実等 

・ 大会期間中の駅などにおいて非常勤職員などによる交通事業者の体制強化や、

業務経験者などを含むボランティアによる介助や案内を行うことについて検討

する。 

・ 業界団体や事業者による研修の充実について、多様な言語や宗教等への対応を

含めてよりきめ細やかな対応が取れるよう、関係事業者と連携しながら対応レ

ベルの向上について検討する。 

・ 平成２３年度よりタクシー関係団体が実施しているユニバーサルドライバー 

研修について、業界団体とともに連携し充実・推進を図る。 

・ 各公共交通事業者において実施する、移動等円滑化を図るために必要な教育訓 

練について、大会開催時の対応も含め、標準的な研修内容のあり方について示

したガイドラインを作成する。 

・ 障害者団体等の協力を得て、公共交通事業者等の職員教育において、各団体が

作成している接遇や心のバリアフリーに関する資料の活用や障害者等が参画し

た研修等（例えば、航空分野における車いす取扱いセミナーや補助犬セミナー

など）の実施を推進する。 

 

（３）公共交通機関等の利用における障害者への対応の改善 

・ 障害者差別解消法の施行に向けて、障害を理由とする差別の禁止や合理的配慮

の提供に関する事項や事例を記載した国土交通省職員向けの対応要領及び国土

交通省が所管する業界の事業者向けの対応指針等を作成・公表する。 

・ 作成した対応指針等について、事業者向け説明会の開催等を通じ、業界団体と

も連携して各事業者へ周知し徹底を図る。その際には、各事業者における障害

者等の利用に関する制限事項等について、対応指針等を踏まえて必要な見直し

が行われるよう働きかけを行う。 

・ 対応指針等を踏まえ、各事業者が定めている制約条件を検証し、オープン化可

能範囲や利用者に分かりやすい情報提供方法等について検討を行う。 

 

 

おわりに 
  

 本とりまとめにおいては、東京２０２０大会等に向けて今後重点的に取り組む施策に

ついて、国土交通省として現時点での方向性を示したものである。 
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現在、大会組織委員会をはじめとした多くの関係者において東京２０２０大会への対

応について検討が進められており、上記Ⅲ．において示した各施策を推進するにあたっ

ては、民間事業者や地方自治体、関係省庁等の関係者と密接に連携し、障害者団体等の協

力も得て進めるほか、地方支分部局などを含め省内の連携体制を強化して進めることと

する。 

 

今後、これらの各施策について、着実な実施を担保するため、施行状況について毎年フ

ォローアップを行う。また、そのフォローアップにあたっては、民間事業者団体や地方公

共団体、関係省庁、障害者団体等との意見交換などを通じ、各施策の着実な実施、見直

し、新たな施策の追加などの措置を講じることによって、段階的・継続的なスパイラルア

ップを図っていく。 

 



 

 

バリアフリーワーキンググループ構成員 

 

座長   北川 イッセイ 国土交通副大臣 

座長代理 西村 明宏   国土交通副大臣 

副座長  うえの 賢一郎 国土交通大臣政務官 

鈴木 馨祐   国土交通大臣政務官 

青木 一彦   国土交通大臣政務官 

構成員  本田 勝    国土交通事務次官 

徳山 日出男  技監 

佐々木 基   国土交通審議官 

石井 喜三郎  国土交通審議官 

武藤 浩    国土交通審議官 

西脇 隆俊   大臣官房長 

川元 茂    大臣官房官庁営繕部長 

瀧口 敬二   総合政策局長 

小関 正彦   都市局長 

深澤 淳志   道路局長 

橋本 公博   住宅局長 

藤田 耕三   鉄道局長 

田端 浩    自動車局長 

森重 俊也   海事局長 

大脇 崇    港湾局長 

田村 明比古  航空局長 

松  達朗   政策統括官 

久保 成人   観光庁長官 

 

 

※役職は２０１５年７月３０日時点 

 

座長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 

ワーキンググループの事務局は、総合政策局安心生活政策課が担当する。 

 

 

資料４④ 


